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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本オフ

ィス家具協会 (JOIFA)／財団法人日本規格協会 (JSA) から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS S 1061 : 1998 は改正され，この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 

JIS S 1061 には，次に示す附属書がある。 

附属書（参考）家庭用学習机の寸法 
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家庭用学習机 
Domestic furniture-Student desks 

 
 

1. 適用範囲 この規格は，家庭用学習机（以下，机という。）について規定する。 

備考 ここでいう家庭用学習机とは，甲板（天板），そで，脚，引出し，棚，照明器具，机面高調節装

置などの幾つかの主要構成部材の組合せによって構成され作られるもので，家庭で主に小・中

学生が学習などに用いるものをいう。組立式学習机も含む。 

 

2. 引用規格 付表 1 に示す規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成

する。これらの引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は，次による。 

a) 甲板（天板） 主作業面及び補助作業面として用いる構成部材。 

b) そで（袖） 主として収納又は脚を兼ねる収納ユニット部材。 

c) 脚 甲板（天板），収納ユニット部などを支える棒状又は板状の部材。 

d) 引出し 収納を目的とする部材。 

e) 棚 収納を目的とする甲板（天板）上部にある板状の部材からなる構成部材。固定式及び調節式のも

のがある。 

f) 机面高調節装置 作業面として用いる甲板（天板）の高さを調節する部材。 

 

4. 種類 机の種類は，構造によって次に分類する。 

a) 両そで机 主に甲板（天板）部及び両側をそで部で構成する机。 

b) 片そで机 主に甲板（天板）部及び片側をそで部，片側を脚部で構成する机。 

c) わき机 主に甲板（天板）部及びそで部で構成する机。 

d) 平机 主に甲板（天板）部及び両側を脚部で構成し，通常，甲板（天板）の下部に引出しをもつ机。 

 

5. 寸法 机の寸法は，受渡当事者間の協定による。 

参考 机の寸法については，附属書を参照。 

 

6. 品質 

6.1 外観 外観は，次による。 

a) 外観の仕上げは良好で，きず，くるい，接合部分の外れなど著しい欠点がない。 

b) 人体及び衣類の触れる部分には，鋭い突起，かど，ささくれなどがない。 
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